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1平成24年3月　第752号

　1．議決事項

（１）金融政策決定会合関係

◆･金融市場調節方針の決定および「当面の金融政策運営および成
長基盤強化支援の拡充等について」の公表に関する件（3月
12・13日）

　本委員会は、平成24年3月12・13日の金融政策決定会合において、次回金融政

策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすること、および「当面

の金融政策運営および成長基盤強化支援の拡充等について」を別紙のとおり公

表することを決定した。

記

　無担保コールレート（オーバーナイト物）を、0〜0.1％程度で

推移するよう促す。
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◆･「成長基盤強化を支援するための資金供給における小口投融資
に関する特則」の制定等に関する件（3月12・13日)

　本委員会は、平成24年3月12・13日の金融政策決定会合において、わが国経済

の成長基盤強化に向けた民間金融機関の取り組みに対する支援を拡充するため、

下記の諸措置を講ずることを決定した。

記

1．「成長基盤強化を支援するための資金供給における小口投融資に関する特則」

を別紙1．のとおり制定すること。

2．「成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領」（平成22年6月15日決定）注1）

を別紙2．のとおり一部改正すること。

3．「成長基盤強化を支援するための資金供給における貸付対象先選定基本要領」

（平成22年6月15日決定）注2）を別紙3．のとおり一部改正すること。

4．「成長基盤強化を支援するための資金供給における出資等に関する特則」（平

成23年6月14日決定）注3）を別紙4．のとおり一部改正すること。

5．「日本銀行業務方法書中一部変更」（平成22年6月15日決定）を別紙5．のとお

り一部変更すること。

6．「日本銀行組織規程中一部変更」（平成22年6月15日決定）を別紙6．のとおり

一部変更すること。

　

注1 ）　「成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領」の全文については、インター

ネット・ホームページをご参照ください。

注2 ）　「成長基盤強化を支援するための資金供給における貸付対象先選定基本要領」の全

文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注3 ）　「成長基盤強化を支援するための資金供給における出資等に関する特則」の全文に

ついては、インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆･「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基
本要領」等の一部改正に関する件（3月12・13日)

　本委員会は、平成24年3月12・13日の金融政策決定会合において、被災地金融

機関を支援するための資金供給オペレーション等を活用することにより、引続

き、被災地金融機関における復旧・復興に向けた資金需要への対応を支援する

とともに、被災地金融機関の資金調達余力を確保する観点から、下記の諸措置

を講ずることを決定した。

記

1．「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」（平成

23年4月28日決定）注4）を別紙1．のとおり一部改正すること。

2．「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションにおける貸付対

象先選定基本要領」（平成23年4月28日決定）注5）を別紙2．のとおり一部改正す

ること。

3．「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」（平成23年4
月28日決定）注6）を別紙3．のとおり一部改正すること。

　

注4 ）　「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」の全文につ

いては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注5 ）　「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションにおける貸付対象先選

定基本要領」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注6 ）　「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」の全文については、

インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆･金融政策決定会合の議事要旨（2012年2月13・14日開催分）に
関する件（3月12・13日）

　本委員会は、平成24年3月12・13日の金融政策決定会合において、金融政策決

定会合の議事要旨（2012年2月13・14日開催分）注7）を承認した。

　

注7 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（3月16日公表）。
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（２）通常会合関係

◆参与の推薦に関する件（3月2日）

　本委員会は、平成24年3月2日、日本銀行法第23条第4項の規定に基づき、財務

大臣に対し、佐藤 康博 氏を参与に推薦することを決定した（4月1日、財務大臣

より任命）。
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◆･株式会社国際協力銀行との当座預金取引に関する件（3月2日）

　本委員会は、平成24年3月2日、株式会社国際協力銀行との当座預金取引につ

いて、次のとおり決定した。

　2012年4月2日をもって、株式会社国際協力銀行（注）（以下「JBIC」という。）

を当座預金取引の相手方とすること。ただし、JBICとの間で下記の内容を骨子

とする契約を締結することを条件とすること。

　（注） 　JBICは、株式会社国際協力銀行法（平成23年法律第39号）に基づき、

2012年4月1日をもって、株式会社日本政策金融公庫（現在当座預金取引

の相手方）の国際協力銀行業務等の権利および義務を承継して設立され

る予定。

記

　日本銀行法第33条第1項第5号および第6号に定める業務を適切に行い、ならび

にこれらの業務の適切な実施に備えるため必要な限度を超えない範囲で、JBIC

に対しその流動性リスク管理に関する事項について情報提供を求めることがで

きること。
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◆役員給与の改訂等に関する件（3月14日）

　本委員会は、平成24年3月14日、役員の給与について、下記の措置を講ずるこ

ととし、別添のとおり対外公表を行うことを決定した注8）。

記

1．「日本銀行における役員の給与等の支給の基準」（平成10年4月28日決定）

に基づき、平成23年度の年収を前年度比0.5％引き下げることとするため、

役員俸給および役員手当を別紙1のとおり改訂し、平成24年3月1日に遡り適

用すること。

2．「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」（平成24年法律第2
号）が成立し、特別職国家公務員の給与の減額支給措置が講じられること

となったことを踏まえ、日本銀行としても東日本大震災からの復興に協力

する趣旨から、平成24年度および25年度限りの臨時特例措置として、役員

俸給および役員手当の支給にあたっては、役員俸給および役員手当の金額

から、別紙2の各々の減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずること。

　

注8 ）　日本銀行の役員の給与等については、インターネット・ホームページをご参照くだ

さい。
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◆中期経営計画（平成24 ～ 26年度）に関する件（3月23日）

　本委員会は、平成24年3月23日、中期経営計画（平成24〜26年度）を別紙のと

おり決定した。
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（注 ）上記別紙中、平成24年度（第128回事業年度）経費予算のうち、日本銀行法第51
条第1項に定める経費の予算（本政策委員会月報P.65を参照）については、3月30日、

同条同項に基づく財務大臣の認可を取得しました。
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◆･「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準な
らびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準」の一部改
正に関する件（3月23日）

　本委員会は、平成24年3月23日、国債振替決済制度の参加者口座の開設等を 

適切に行う観点から、「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基

準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準」（平成15年1月7日決

定）注9）を別紙のとおり一部改正し、3月31日より実施することを決定した。

　

注9 ）　「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者お

よび外国間接参加者の承認基準」の全文については、インターネット・ホームページ

をご参照ください。
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◆･平成24年度中の本行保有外貨資産の運用細目の取扱いに関す
る件（3月27日）

　本委員会は、平成24年3月27日、平成24年度中の本行保有外貨資産の運用細目

の取扱いを決定した注10）。

◆･政策委員会月報（平成24年2月）に関する件（3月27日）

　本委員会は、平成24年3月27日、政策委員会月報（平成24年2月）を承認した。

◆･「2012年度の考査の実施方針等について」に関する件（3月30
日）

　本委員会は、平成24年3月30日、2012年度の考査の実施に関する重要事項とし

て、「2012年度の考査の実施方針等について」を別紙のとおり定め、対外公表す

ることを決定した。

　

注10 ）　「本行保有外貨資産の運用基本要領」の骨子については、インターネット・ホーム

ページをご参照ください。
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◆･平成24年度重要な財産の取得または処分に関する件（3月30日）

　本委員会は、平成24年3月30日、平成24年度重要な財産の取得または処分に関

し決定した。
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　2．報告事項

●�国際収支マニュアル第6版対応状況および2011年の国際収支概
要（国際局）

●金融広報中央委員会2012年度活動方針（案）
� （情報サービス局）

●金融機関の業務運営動向とリスクの状況（金融機構局）

●最近の考査結果の概要（金融機構局）
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本月報に関する照会は、日本銀行政策委員会室（03-3277-3680〈直通〉）までお寄せください。

※　日本銀行はインターネットによる情報提供を行っており、日本銀行
　作成の最新の論文や金融・経済データのほか、日本銀行の概要などを
　ご覧頂けます。
　・インターネットアドレス　http://www.boj.or.jp/

※　本月報の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合（引用は

　含まれません）は、予め日本銀行政策委員会室までご相談ください。

　　引用・転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。

本月報は古紙を含有する用紙を使用しています。
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